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●日時 

令和 ７年 １２月２５日（木） １５時３０分～１７時３３分 

 

●場所 

 芽室町役場 ２階 会議室７・８ 

 

●議事日程 

日程第１        議事録署名委員の指名 

日程第２  報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出報告の件 

日程第３  報告第２号 農地等移動適正化あっせん報告の件 

日程第４  報告第３号 農地移動適正化あっせん事業に係るあっせん委員会省略の件 

日程第５  議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の審査の件 

日程第６  議案第２号 農地法第３条の規定による許可の件 

日程第７  議案第３号 農業経営基盤強化促進法第２２条の第１項の規定による農用地買 

            入協議要請の件 

日程第８  議案第４号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項の規定に 

基づく農用地利用集積等促進計画を定めるべき旨の要請の件 

 

                                           

●出席委員 

  １番 島部  亨  ２番 平林 浩哉  ３番 中捨 雅裕  ４番 嶋﨑 敏文 

５番 野澤 修治  ６番 盛田 義政  ７番 山川 直孝  ８番 小林 幸雄 

９番 土屋 克彦 １０番 松久 和明 １１番 珠玖 春美 １２番 鳥本 和則 

１３番 髙橋  仁 １４番 粟野 秀明 １５番 堀井 和宏 １６番 道下 勇治 

１７番 横溝  勲 

                                           

●欠席委員 

  

                                           

●委員会に参与した者 

 事務局長 藤野 元成     事務局次長(兼)農地振興係長 土田 雅敏 

農地振興係主事 佐伯  雛 

                                           

●議事録署名委員 

２番 平林 浩哉  １７番 横溝  勲 

 

 

 



（１５時３０分 開会） 

 

●日程第１ 議事録署名委員の指名 

○議長（島部会長） 日程第１ 議事録署名委員の指名を行います。それでは、芽室町農業委員

会会議規則第１３条第２項に規定する議事録署名委員に、２番 平林委員、１７番 横溝委員を

指名します。以上で日程第１を終わります。 

  

  

●日程第２ 報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出報告の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第２ 報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出

報告の件を議題といたします。それでは、番号１番について、事務局より議案の説明をお願いし

ます。 

○事務局（土田） 報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出報告の件。次の者か

ら農地法第３条の３第１項の規定による届出を受理したので報告する。 

【番号１番】土地の所在は、芽室町北明西９線外合計４筆、公募・現況地目とも畑、合計面積８

６,１０６㎡です。本申請は、相続による所有権移転のため、届出されたものです。 

○議長（島部会長） ただ今の報告第１号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 特に発言がないようですので、以上で報告第１号を終わります。 

 

 

●日程第３ 報告第２号 農地等移動適正化あっせん報告の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第３ 報告第２号 農地等移動適正化あっせん報告の件を議題

といたします。 

○議長（島部会長） それでは、野澤あっせん委員長より、あっせんの結果について報告をお願

いします。 

○５番（野澤委員） ５番野澤です。農地等移動適正化あっせん報告の件。農業委員会等に関す

る法律第６条第２項の規定に基づく農地等移動適正化あっせんの結果について報告する。１２

月１８日にあっせん委員会を開催しました。あっせん委員に、島部会長、山川委員、小林委員、

道下委員、横溝委員、そして私野澤、事務局から藤野局長が出席しています。当日は、９時００

分より役場庁舎２階会議室７において、事前の協議会を開催し、申出状況等の説明を受けました。

その後、現地調査を行い、１３時００分よりあっせん委員会を開催しました。あっせんの結果、

番号１番から番号１２番は、賃貸借でのあっせん成立となりました。また、番号１３番から番号

１６番については、資金調達等に時間を要するためあっせん不成立となりました。あっせん内容

の詳細については、議案書をご覧ください。 

○議長（島部会長） ただ今、野澤あっせん委員長より説明のありました報告第２号について、

発言のある方は挙手をお願いします。 

【なし・・との声】 



○議長（島部会長） 特に発言がないようですので、以上で報告第２号を終わります。 

 

 

●日程第４ 報告第３号 農地移動適正化あっせん事業に係るあっせん委員会省略の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第４ 報告第３号 農地移動適正化あっせん事業に係るあっせ

ん委員会省略の件を議題とします。それでは、番号１番から番号１４番について事務局より、議

案の説明をお願いします。 

○事務局（土田） 報告第３号 農地移動適正化あっせん事業に係るあっせん委員会省略の件。

農業委員会等に関する法律第６条第２項の規定に基づく農地等移動適正化あっせんについて、

芽室町農地移動適正化あっせん事業実施規程第７条第１項の規定により、あっせん委員会の開

催を省略したので、同項の規定により報告する。 

【番号１番】土地の所在は、芽室町毛根北６線、公簿・現況地目とも畑、面積９,８６１㎡を賃

貸借するものです。 

【番号２番】土地の所在は、芽室町毛根北６線、公簿・現況地目とも畑、面積２０,３７７㎡を

賃貸借するものです。 

【番号３番】土地の所在は、芽室町毛根北６線外合計７筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積５

４,３６８㎡を賃貸借するものです。 

【番号４番】土地の所在は、芽室町毛根北８線外合計４筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積７

７,８２６㎡を賃貸借するものです。 

【番号５番】土地の所在は、芽室町北伏古南１２線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合計面

積３１,０７４㎡を賃貸借するものです。 

【番号６番】土地の所在は、芽室町北伏古南１２線、公簿・現況地目とも畑、面積４２,８８６

㎡を賃貸借するものです。 

【番号７番】土地の所在は、芽室町北伏古南１２線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合計面

積５１,５００㎡を賃貸借するものです。 

【番号８番】土地の所在は、芽室町北伏古南１３線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合計面

積３２,３９１㎡を賃貸借するものです。 

【番号９番】土地の所在は、芽室町北伏古南８線外合計５筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積

４４,５６５㎡を賃貸借するものです。 

【番号１０番】土地の所在は、芽室町北伏古南８線外合計８筆、公簿・現況地目とも畑、合計面

積６４,２２７㎡を賃貸借するものです。 

【番号１１番】土地の所在は、芽室町北伏古南８線、公簿・現況地目とも畑、面積１０,１０１

㎡を賃貸借するものです。 

【番号１２番】土地の所在は、芽室町北伏古南８線、公簿・現況地目とも畑、面積２,４９６㎡

を賃貸借するものです。 

【番号１３番】土地の所在は、芽室町北伏古東１４線外合計３筆、公簿・現況地目とも畑、合計

面積３１,３７２㎡を賃貸借するものです。 

【番号１４番】土地の所在は、芽室町坂の上９線、公簿・現況地目とも畑、面積４９,１９９㎡



を賃貸借するものです。 

○議長（島部会長） ただ今の報告第３号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） よろしいですか。特に発言がないようですので、以上で報告第３号を終わ

ります。 

 

 

●日程第５ 議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の審査の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第５ 議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知書

の審査の件を議題といたします。それでは、番号１番から番号７番について、事務局より議案の

説明をお願いします。 

○事務局(土田) 議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の審査の件。次の者

から農地法第１８条第６項の規定による通知書の提出があったので審議を求める。 

【番号1番】土地の所在は、芽室町美生７線、公簿・現況地目とも畑、面積２０,０００㎡です。

賃貸借の合意解約があり、農地法第１８条第６項の規定により通知されたもので、合意解約の成

立日は令和７年１１月１９日、土地の引渡しの時期は令和７年１１月１９日となっております。

詳細については、議案書をご覧ください。 

【番号２番】土地の所在は、芽室町祥栄北６線、公簿・現況地目とも畑、面積１９,８８３㎡で

す。賃貸借の合意解約があり、農地法第１８条第６項の規定により通知されたもので、合意解約

の成立日は令和７年１０月３１日、土地の引渡しの時期は令和７年１１月３０日となっており

ます。詳細については、議案書をご覧ください。 

【番号３番】土地の所在は、芽室町北芽室北３線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積

２,３７３㎡です。賃貸借の合意解約があり、農地法第１８条第６項の規定により通知されたも

ので、合意解約の成立日は令和７年１０月３１日、土地の引渡しの時期は令和７年１１月３０日

となっております。詳細については、議案書をご覧ください。 

【番号４番】土地の所在は、芽室町北芽室北３線外合計４筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積

４９,７６８㎡です。賃貸借の合意解約があり、農地法第１８条第６項の規定により通知された

もので、合意解約の成立日は令和７年１０月３１日、土地の引渡しの時期は令和７年１１月３０

日となっております。詳細については、議案書をご覧ください。 

【番号５番】土地の所在は、芽室町北芽室北５線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積

３２,９２５㎡です。賃貸借の合意解約があり、農地法第１８条第６項の規定により通知された

もので、合意解約の成立日は令和７年１０月３１日、土地の引渡しの時期は令和７年１１月３０

日となっております。詳細については、議案書をご覧ください。 

【番号６番】土地の所在は、芽室町坂の上９線、公簿・現況地目とも畑、面積４９,１９９㎡で

す。賃貸借の合意解約があり、農地法第１８条第６項の規定により通知されたもので、合意解約

の成立日は令和７年１１月２６日、土地の引渡しの時期は令和７年１２月３１日となっており

ます。詳細については、議案書をご覧ください。 

【番号７番】土地の所在は、芽室町上伏古１２線、公簿・現況地目とも畑、面積３,２５０㎡で



す。賃貸借の合意解約があり、農地法第１８条第６項の規定により通知されたもので、合意解約

の成立日は令和７年１１月７日、土地の引渡しの時期は令和７年１２月２６日となっておりま

す。詳細については、議案書をご覧ください。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号１番から番号７番について、ご意見・ご質

問はありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、番号順に採決を行います。はじめに

番号１番について、通知書のとおり承認することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものとの認め、番号１番につきましては、原案のとおり決定します。 

○議長（島部会長） 次に番号２番について、通知書のとおり承認することにご異議ありません

か。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものとの認め、番号２番につきましては、原案のとおり決定します。 

○議長（島部会長） 次に番号３番について、通知書のとおり承認することにご異議ありません

か。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものとの認め、番号３番につきましては、原案のとおり決定します。 

○議長（島部会長） 次に番号４番について、通知書のとおり承認することにご異議ありません

か。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものとの認め、番号４番につきましては、原案のとおり決定します。 

○議長（島部会長） 次に番号５番について、通知書のとおり承認することにご異議ありません

か。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものとの認め、番号５番につきましては、原案のとおり決定します。 

○議長（島部会長） 次に番号６番について、通知書のとおり承認することにご異議ありません

か。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものとの認め、番号６番につきましては、原案のとおり決定します。 

○議長（島部会長） 次に番号７番について、通知書のとおり承認することにご異議ありません

か。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものとの認め、番号７番につきましては、原案のとおり決定します。 

○議長（島部会長） 以上で、議案第１号を終わります。 

 

 

●日程第６ 議案第２号 農地法第３条の規定による許可の件 



○議長（島部会長） 次に、日程第６ 議案第２号 農地法第３条の規定による許可の件を議題

とします。 

○議長（島部会長） それでは、番号１番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田） 議案第２号 農地法第３条の規定による許可の件。次の者から農地法第３条

の規定による許可申請があったので審議を求める。 

【番号１番】土地の所在は、芽室町伏美１５線外合計６筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積１

４７,５８９㎡です。本申請は、売買となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号につ

いて、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 粟野委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○１４番（粟野委員） １４番粟野です。先日、現地確認と本人から話を伺いました。申請地は、

上美生市街地から約２㎞に位置している農地です。譲受人の規模拡大による売買であり、地域か

らの理解も得ていることから、問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号１番について、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、採決を行います。番号１番について、

原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号１番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、関連がありますので、番号２番から番号５番について、事務局より

議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田）【番号２番】土地の所在は、芽室町坂の上９線外合計１６筆、公簿・現況地目

とも畑、合計面積２３７,２１５㎡です。本申請は、贈与となります。また、調査票の農地法第

３条第２項各号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

【番号３番】土地の所在は、芽室町中伏古東１線外合計２４筆、公簿・現況地目とも畑、合計面

積２２６,６７９㎡です。本申請は、贈与となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号

について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

【番号４番】土地の所在は、芽室町中伏古東１線外合計５筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積

５５,９６３㎡です。本申請は、贈与となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号につ

いて、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

【番号５番】土地の所在は、芽室町中伏古東１線外合計４筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積

６９,１６１㎡です。本申請は、贈与となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号につ

いて、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 中捨委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○３番（中捨委員） ３番中捨です。先日、現地確認と本人から話を伺いました。申請地は、市

街地から南へ約１０㎞に位置している日の出地区の農地と、坂の上地区にある農地です。譲受人



は、農業歴１０年を経過し、安定した経営を行っております。親から子への贈与であり、子は農

地適格法人の構成員であり、今後も耕作を続けることから、問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号２番から番号５番について、ご意見・ご質

問はありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、番号順に採決を行います。はじめに、

番号２番について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号２番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号３番について、原案のとおり決定することにご異議ありません

か。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号３番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号４番について、原案のとおり決定することにご異議ありません

か。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号４番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号５番について、原案のとおり決定することにご異議ありません

か。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号５番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号６番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田）【番号６番】土地の所在は、芽室町芽室南３線外合計２筆、公簿・現況地目と

も畑、合計面積１４,３８４㎡です。本申請は、賃貸借となります。また、調査票の農地法第３

条第２項各号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 小林委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○８番（小林委員） ８番小林です。先日、現地確認と本人から話を伺いました。申請地は、高

岩地区に位置しており、借人耕作地の道路向かいの農地です。特に、問題のない案件と思われま

す。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号６番について、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、採決を行います。番号６番について、

原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号６番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号７番について、事務局より議案の説明をお願いします。 



○事務局（土田）【番号７番】土地の所在は、芽室町美生７線、公簿・現況地目とも畑、面積２

０,０００㎡です。本申請は、賃貸借となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号につ

いて、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 平林委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○２番（平林委員） ２番平林です。先日、現地確認と本人から話を伺いました。申請地は、貸

人の住宅南側に位置している農地です。借人の農地と地続きになっており、地域からの理解を得

ていることから、問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号７番について、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、採決を行います。番号７番について、

原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号７番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号８番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田）【番号８番】土地の所在は、芽室町上伏古１１線外合計２筆、公簿・現況地目

とも畑、合計面積２９,８２１㎡です。本申請は、賃貸借となります。また、調査票の農地法第

３条第２項各号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 鳥本委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○１２番（鳥本委員） １２番鳥本です。先日、現地確認と本人から話を伺いました。本申請は、

規模拡大のための賃貸借です。借人は、農業に従事して４０年以上経過し、現在、子を中心に家

族で農業経営を行っています。また、地域からの理解を得ていることから、問題のない案件と思

われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号８番について、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、採決を行います。番号８番について、

原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号８番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号９番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田）【番号９番】土地の所在は、芽室町上伏古１２線、公簿・現況地目とも畑、面

積３,２５０㎡です。本申請は、賃貸借となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号に

ついて、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 鳥本委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 



○１２番（鳥本委員） １２番鳥本です。先日、現地確認と本人から話を伺いました。申請地は、

貸人住宅の東側にある農地です。借人は、前借人の後継者であり、そのままアスパラの作付をさ

れるとのことです。農業に従事して５年経過しており、農事組合でも活躍されていることから、

問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号９番について、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、採決を行います。番号９番について、

原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号９番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、関連がありますので、番号１０番から番号１６番について、事務局

より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田）【番号１０番】土地の所在は、芽室町雄馬別１０線外合計１０筆、公簿・現況

地目とも畑、合計面積２７９,４１９㎡です。本申請は、賃貸借となります。また、調査票の農

地法第３条第２項各号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

【番号１１番】土地の所在は、芽室町雄馬別１０線外合計１９筆、公簿・現況地目とも畑、合計

面積３３３,９３３㎡です。本申請は、賃貸借となります。また、調査票の農地法第３条第２項

各号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

【番号１２番】土地の所在は、芽室町雄馬別１２線外合計９筆、公簿・現況地目とも畑、合計面

積３００,０２１㎡です。本申請は、賃貸借となります。また、調査票の農地法第３条第２項各

号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

【番号１３番】土地の所在は、芽室町雄馬別１１線外合計７４筆、公簿・現況地目とも畑、合計

面積１,１４３,１１５㎡です。本申請は、賃貸借となります。また、調査票の農地法第３条第２

項各号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

【番号１４番】土地の所在は、芽室町雄馬別１０線外合計８筆、公簿・現況地目とも畑、合計面

積９８,１４０㎡です。本申請は、賃貸借となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号

について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

【番号１５番】土地の所在は、芽室町雄馬別１１線外合計２５筆、公簿・現況地目とも畑、合計

面積６４９,４９１㎡です。本申請は、賃貸借となります。また、調査票の農地法第３条第２項

各号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

【番号１６番】土地の所在は、芽室町雄馬別１２線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合計面

積６８,３０２㎡です。本申請は、賃貸借となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号

について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 粟野委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○１４番（粟野委員） １４番粟野です。先日、現地確認と本人から話を伺いました。申請地は、

上美生市街地から南へ約８㎞に位置しています。本申請は、構成員から法人への賃貸借となって



おり、周辺地域からの理解を得ていることから、問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号１０番から番号１６番について、ご意見・

ご質問はありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、番号順に採決を行います。はじめに、

番号１０番について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号１０番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号１１番について、原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号１１番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号１２番について、原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号１２番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号１３番について、原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号１３番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号１４番について、原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号１４番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号１５番について、原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号１５番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号１６番について、原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号１６番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号１７番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田）【番号１７番】土地の所在は、芽室町坂の上７線外合計２０筆、公簿・現況地

目とも畑、合計面積３６６,２９３㎡です。本申請は、使用貸借となります。また、調査票の農

地法第３条第２項各号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 野澤委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 



○５番（野澤委員） ５番野澤です。先日、現地確認と本人から話を伺いました。本申請は、親

から子への経営移譲に伴う使用貸借です。借人は、就農して１１年、多品目の野菜を作付し、直

売所販売等を積極的に行っています。また、家族と立派な農業経営をされており、地域の模範と

なる経営を行っています。地域からの理解を得ていることから、問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号１７番について、ご意見・ご質問はありま

せんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、採決を行います。番号１７番につい

て、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号１７番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、関連がありますので、番号１８番、番号１９番について、事務局よ

り議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田）【番号１８番】土地の所在は、芽室町上芽室東外合計８筆、公簿・現況地目と

も畑、合計面積２５１,３７５㎡です。本申請は、使用貸借となります。また、調査票の農地法

第３条第２項各号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

【番号１９番】土地の所在は、芽室町中美生６線外合計６筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積

２１４,４３５㎡です。本申請は、使用貸借となります。また、調査票の農地法第３条第２項各

号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 土屋委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○９番（土屋委員） ９番土屋です。先日、現地確認と本人から話を伺いました。本申請は、祖

父から孫、親から子への経営移譲に伴う使用貸借です。家族で農業経営を行っており、地域から

の理解を得ていることから、特に、問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号１８番、番号１９番について、ご意見・ご

質問はありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、番号順に採決を行います。はじめに、

番号１８番について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号１８番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号１９番について、原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号１９番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号２０番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田）【番号２０番】土地の所在は、芽室町新生南３線外合計７筆、公簿・現況地目

とも畑、合計面積１８２,９７１㎡です。本申請は、使用貸借となります。また、調査票の農地



法第３条第２項各号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 嶋﨑委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○４番（嶋﨑委員） ４番嶋﨑です。先日、現地確認と本人から話を伺いました。借人は、農業

に従事して１５年が経過し、現在では家族経営の中心的な役割を果たしています。本申請は、親

から子への経営移譲に伴う使用貸借であり、特に、問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号２０番について、ご意見・ご質問はありま

せんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、採決を行います。番号２０番につい

て、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号２０番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号２１番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田）【番号２１番】土地の所在は、芽室町東芽室南３線外合計１２筆、公簿・現況

地目とも畑、合計面積２７６,００９㎡です。本申請は、使用貸借となります。また、調査票の

農地法第３条第２項各号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 野澤委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○５番（野澤委員） ５番野澤です。先日、現地確認と本人から話を伺いました。申請地は、大

成・東芽室地区の自宅周辺の農地です。本申請は、親から子への経営移譲に伴う使用貸借です。

借人は、就農して２０年間、父と協力し、安定した農業経営を行い、地域ではリーダー的な立場

で営農されています。地域からの理解を得ていることから、問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号２１番について、ご意見・ご質問はありま

せんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、採決を行います。番号２１番につい

て、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号２１番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、関連がありますので、番号２２番、番号２３番について、事務局よ

り議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田）【番号２２番】土地の所在は、芽室町上伏古９線外合計１３筆、公簿・現況地

目とも畑、合計面積２６８,１３２㎡です。本申請は、使用貸借となります。また、調査票の農

地法第３条第２項各号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

【番号２３番】土地の所在は、芽室町雄馬別１０線外合計５筆、公簿・現況地目とも畑、合計面

積４５,５１９㎡です。本申請は、使用貸借となります。また、調査票の農地法第３条第２項各

号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 



○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 鳥本委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○１２番（鳥本委員） １２番鳥本です。先日、現地確認と本人から話を伺いました。本申請は、

祖父から孫、親から子への経営移譲に伴う使用貸借です。借人は、農業実習を受け、農業に従事

して３年が経過し、来年からは農事組合活動も期待されています。特に、問題のない案件と思わ

れます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号２２番、番号２３番について、ご意見・ご

質問はありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、番号順に採決を行います。はじめに、

番号２２番について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号２２番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号２３番について、原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号２３番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号２４番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田）【番号２４番】土地の所在は、芽室町伏美１３線外合計２０筆、公簿・現況地

目とも畑、合計面積３８１,７６１㎡です。本申請は、使用貸借となります。また、調査票の農

地法第３条第２項各号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 鳥本委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○１２番（鳥本委員） １２番鳥本です。先日、現地確認と本人から話を伺いました。本申請は、

親から子への経営移譲に伴う使用貸借です。借人は、農業に従事して５年が経過し、農事組合青

年部活動でも活躍されているため、特に、問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号２４番について、ご意見・ご質問はありま

せんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、採決を行います。番号２４番につい

て、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号２４番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号２５番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田）【番号２５番】土地の所在は、芽室町坂の上９線外合計２４筆、公簿・現況地

目とも畑、合計面積３６７,６０４㎡です。本申請は、使用貸借となります。また、調査票の農

地法第３条第２項各号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 山川委員より



現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○７番（山川委員） ７番山川です。先日、現地確認と本人から話を伺いました。本申請は、祖

父から孫への経営移譲に伴う使用貸借です。申請地は、旧ＪＡ坂の上店から北へ約２㎞に位置し

ています。借人は、農業に従事して１６年が経過し、地域内でもリーダー的な役割を果たしてい

ます。周辺への影響がないことから、問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） ここで、暫時休憩といたします。 

 

  

１６時３６分 休憩 

１６時３７分 再開 

 

 

○議長（島部会長） 休憩をとき、会議を再開します。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号２５番について、ご意見・ご質問はありま

せんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、採決を行います。番号２５番につい

て、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号２５番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号２６番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田）【番号２６番】土地の所在は、芽室町上伏古８線外合計９筆、公簿・現況地目

とも畑、合計面積３４６,９８６㎡です。本申請は、使用貸借となります。また、調査票の農地

法第３条第２項各号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 山川委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○７番（山川委員） ７番山川です。先日、現地確認と本人から話を伺いました。本申請は、親

から子への経営移譲に伴う使用貸借です。申請地は、旧ＪＡ坂の上店から南へ約３.５㎞、明盛

地区に位置しています。借人は、農業に従事して１４年が経過し、地域を支える堅実な後継者で

あることから、問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号２６番について、ご意見・ご質問はありま

せんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、採決を行います。番号２６番につい

て、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号２６番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号２７番について、事務局より議案の説明をお願いします。 



○事務局（土田）【番号２７番】土地の所在は、芽室町西士狩北３線外合計１８筆、公簿・現況

地目とも畑、合計面積１０９,９３６.７１㎡です。本申請は、使用貸借となります。また、調査

票の農地法第３条第２項各号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 髙橋委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○１３番（髙橋委員） １３番髙橋です。先日、現地確認と本人から話を伺いました。本申請は、

親から子への経営移譲に伴う使用貸借です。借人は、短大卒業後、両親と同居し、家業を手伝っ

ています。親子間での使用貸借であるため、問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号２７番について、ご意見・ご質問はありま

せんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、採決を行います。番号２７番につい

て、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号２７番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、関連がありますので、番号２８番から番号３０番について、事務局

より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田）【番号２８番】土地の所在は、芽室町芽室南２線外合計９筆、公簿・現況地目

とも畑、合計面積１１５,２６２㎡です。本申請は、使用貸借となります。また、調査票の農地

法第３条第２項各号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

【番号２９番】土地の所在は、芽室町西７条５丁目外合計２０筆、公簿・現況地目とも畑、合計

面積１７３,６０３㎡です。本申請は、使用貸借となります。また、調査票の農地法第３条第２

項各号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

【番号３０番】土地の所在は、芽室町芽室南３線、公簿地目は雑種地、現況地目は畑、面積７,

４３２㎡です。本申請は、使用貸借となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号につい

て、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 小林委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○８番（小林委員） ８番小林です。先日、現地確認と本人から話を伺いました。本申請は、親

から子への経営移譲に伴う使用貸借です。借人は、農業に従事して１８年が経過し、家族経営の

中心的な役割を果たしています。また、地域の集会や連合会へも積極的に参加しており、特に、

問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号２８番から番号３０番について、ご意見・

ご質問はありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、番号順に採決を行います。はじめに、

番号２８番について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 



○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号２８番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号２９番について、原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号２９番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号３０番について、原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号３０番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、関連がありますので、番号３１番、番号３２番について、事務局よ

り議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田）【番号３１番】土地の所在は、芽室町伏美１２線外合計１２筆、公簿・現況地

目とも畑、合計面積３８５,３２１㎡です。本申請は、使用貸借となります。また、調査票の農

地法第３条第２項各号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

【番号３２番】土地の所在は、芽室町伏美１２線外合計８筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積

２１６,９１６㎡です。本申請は、使用貸借となります。また、調査票の農地法第３条第２項各

号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 粟野委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○１４番（粟野委員） １４番粟野です。先日、現地確認と本人から話を伺いました。申請地は、

上美生市街地から東へ約３㎞に位置しています。本申請は、祖父から孫、親から子への経営移譲

に伴う使用貸借です。貸人は、後継者として１０年以上農業に従事され、家族で畑作を中心に農

業経営を行っています。また、勤勉で真面目な後継者であり、地域でも人望があります。地域か

らの理解を得ていることから、問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号３１番、番号３２番について、ご意見・ご

質問はありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、番号順に採決を行います。はじめに、

番号３１番について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号３１番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号３２番について、原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号３２番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号３３番についてですが、私、島部に関する案件でございます。

農業委員会に関する法律第３１条の規定により、議事参与が制限されることとなります。本案件

の審議開始から終了までの間、退席させていただき、その間、平林会長職務代理者に議長をお願



いし、審議していただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） それでは、暫時休憩といたします。 

 

  

１６時４９分 休憩 

【島部会長退室】 

１６時５０分 再開 

 

 

○議長（平林代理） 休憩をとき、会議を再開します。 

○議長（平林代理） それでは、番号３３番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田）【番号３３番】土地の所在は、芽室町毛根北７線外合計６２筆、公簿・現況地

目とも畑、合計面積４６８,５３１㎡です。本申請は、使用貸借となります。また、調査票の農

地法第３条第２項各号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（平林代理） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 横溝委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○１７番（横溝委員） １７番横溝です。先日、現地確認と本人から話を伺いました。本申請は、

親から子への経営移譲に伴う使用貸借です。貸人は、農業に従事して２０年近く経過しており、

経営内容もそのまま引き継ぐことから、特に、問題のない案件と思われます。 

○議長（平林代理） これより質疑を行います。番号３３番について、ご意見・ご質問はありま

せんか。 

【なし・・との声】 

○議長（平林代理） 以上で、質疑を終わります。続いて、採決を行います。番号３３番につい

て、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（平林代理） 異議なしと認め、番号３３番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（平林代理） 以上で、議案第２号を終わります。 

○議長（平林代理） 予定された案件の審議が終了しましたので、以上をもって、議長を退任し

たいと思います。ここで、暫時休憩といたします。 

 

  

１６時５２分 休憩 

【島部会長入室】 

１７時００分 再開 

 

 

●日程第７ 議案第３号 農業経営基盤強化促進法第２２条第１項の規定による農用地買入協



議要請の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第７ 議案第３号 農業経営基盤強化促進法第２２条第１項の

規定による農用地買入協議要請の件を議題といたします。 

○議長（島部会長） それでは、番号１番から番号４番について、事務局より議案の説明をお願

いします。 

〇事務局（土田） 議案第３号 農業経営基盤強化促進法第２２条第１項の規定による農用地買

入協議要請の件。農業経営基盤強化促進法第２２条第１項の規定に基づき、次の農用地について、

公益財団法人北海道農業公社による買入が必要と認められているので、芽室町に対し買入協議

を行うよう要請することについて審議を求める。 

【番号１番】土地の所在は、芽室町坂の上９線外合計３筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積６

３,８６４㎡です。 

【番号２番】土地の所在は、芽室町平和西１５線外合計４筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積

４７,１５８㎡です。 

【番号３番】土地の所在は、芽室町平和西１３線外合計４筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積

７５,３１３㎡です。 

【番号４番】土地の所在は、芽室町平和西１４線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積

６９,０４７㎡です。 

○議長（島部会長） 次に、野澤あっせん委員長より経過について、説明願います。 

○５番（野澤委員） ５番野澤です。１２月１８日にあっせん委員会を開催しました。あっせん

委員に、島部会長、山川委員、小林委員、道下委員、横溝委員、そして私野澤、事務局から藤野

局長が出席しています。当日は、事前の協議会と現地調査を行い、その後、あっせん委員会を開

催しました。番号１番から番号４番について、譲受希望者の資金調達等に時間を要するため、公

社への買入が必要となったものです。 

〇議長（島部会長） これより、質疑を行います。番号１番から番号４番について、ご意見・ご

質問はありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、番号順に採決を行います。はじめに

番号１番について、原案のとおり、決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、番号１番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号２番について、原案のとおり、決定することにご異議ありませ

んか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、番号２番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号３番について、原案のとおり、決定することにご異議ありませ

んか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、番号３番について、原案のとおり決定いたします。 



○議長（島部会長） 次に、番号４番について、原案のとおり、決定することにご異議ありませ

んか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、番号４番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 以上で、議案第３号を終わります。 

 

 

●日程第８ 議案第４号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項の規定に基

づく農用地利用集積等促進計画を定めるべき旨の要請の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第８ 議案第４号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１

８条第１１項の規定に基づく農用地利用集積等促進計画を定めるべき旨の要請の件を議題とし

ます。それでは、整理番号１０６番から整理番号１４９番について、事務局より議案の説明をお

願いします。 

〇事務局（土田） 議案第４号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項の規定

に基づく農用地利用集積等促進計画を定めるべき旨の要請の件。農地中間管理事業の推進に関

する法律第１８条第１１項の規定により次の農用地利用集積等促進計画（案）について、公益財

団法人北海道農業公社に対し、農用地利用集積等促進計画を定めるよう要請することについて、

議決を求める。 

【整理番号１０６番】土地の所在は、芽室町毛根北６線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積３０,２３８㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１０７番】土地の所在は、芽室町毛根北６線、公簿・現況地目とも畑、面積９,８６

１㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１０８番】土地の所在は、芽室町毛根北６線、公簿・現況地目とも畑、面積２０,３

７７㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１０９番】土地の所在は、芽室町毛根北６線外合計１１筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積１３２,１７６㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１１０番】土地の所在は、芽室町毛根北６線外合計７筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積５４,３６８㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１１１番】土地の所在は、芽室町毛根北８線外合計４筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積７７,８０８㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１１２番】土地の所在は、芽室町北伏古南１２線外合計７筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積１５７,８５１㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１１３番】土地の所在は、芽室町北伏古南１２線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積３１,０７４㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１１４番】土地の所在は、芽室町北伏古南１２線、公簿・現況地目とも畑、面積４２,

８８６㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１１５番】土地の所在は、芽室町北伏古南１２線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積５１,５００㎡を賃貸借するものです。 



【整理番号１１６番】土地の所在は、芽室町北伏古南１３線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積３２,３９１㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１１７番】土地の所在は、芽室町北伏古南８線外合計１５筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積１２１,３８９㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１１８番】土地の所在は、芽室町北伏古南８線外合計５筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積４４,５６５㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１１９番】土地の所在は、芽室町北伏古南８線外合計８筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積６４,２２７㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１２０番】土地の所在は、芽室町北伏古南８線、公簿・現況地目とも畑、面積１０,

１０１㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１２１番】土地の所在は、芽室町北伏古南８線、公簿・現況地目とも畑、面積２,４

９６㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１２２番】土地の所在は、芽室町北伏古東１４線外合計３筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積３１,３７２㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１２３番】土地の所在は、芽室町北伏古東４線外合計３筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積３１,３７２㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１２４番】土地の所在は、芽室町坂の上９線、公簿・現況地目とも畑、面積４９,１

９９㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１２５番】土地の所在は、芽室町坂の上９線、公簿・現況地目とも畑、面積４９,１

９９㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１２６番】土地の所在は、芽室町北芽室北５線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積３２,９２５㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１２７番】土地の所在は、芽室町北芽室北５線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積３２,９２５㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１２８番】土地の所在は、芽室町祥栄北６線、公簿・現況地目とも畑、面積１９,８

８３㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１２９番】土地の所在は、芽室町祥栄北６線、公簿・現況地目とも畑、面積１９,８

８３㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１３０番】土地の所在は、芽室町芽室北２線外合計２９筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積２７３,８１６㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１３１番】土地の所在は、芽室町芽室北２線外合計３筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積３０,２５４㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１３２番】土地の所在は、芽室町芽室北２線外合計９筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積２２,７２８㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１３３番】土地の所在は、芽室町北芽室北３線外合計４筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積３４,１９１㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１３４番】土地の所在は、芽室町北芽室北５線外合計４筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積１２７,１３５㎡を賃貸借するものです。 



【整理番号１３５番】土地の所在は、芽室町北芽室北５線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積１１,６０２㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１３６番】土地の所在は、芽室町北芽室北７線外合計３筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積２０,５５５㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１３７番】土地の所在は、芽室町北芽室北６線外合計４筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積２７,３５１㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１３８番】土地の所在は、芽室町芽室北２線、公簿・現況地目とも畑、面積７,８４

８㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１３９番】土地の所在は、芽室町芽室北２線、公簿・現況地目とも畑、面積７,８４

８㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１４０番】土地の所在は、芽室町北芽室北３線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積２,３７３㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１４１番】土地の所在は、芽室町北芽室北３線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積２,３７３㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１４２番】土地の所在は、芽室町北芽室北３線外合計４筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積４９,７６８㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１４３番】土地の所在は、芽室町北芽室北３線外合計４筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積４９,７６８㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１４４番】土地の所在は、芽室町渋山９線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合計

面積４７,２７６㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１４５番】土地の所在は、芽室町雄馬別１３線外合計５筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積８７,０２５㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１４６番】土地の所在は、芽室町伏美１２線、公簿・現況地目とも畑、面積４２,１

４３㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１４７番】土地の所在は、芽室町伏美１２線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積４９,７７９㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１４８番】土地の所在は、芽室町祥栄北９線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積８４,５３２㎡を売買するものです。 

【整理番号１４９番】土地の所在は、芽室町上伏古９線外合計５筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積１３６,６２５㎡を売買するものです。 

〇議長（島部会長） これより、質疑を行います。整理番号１０６番から整理番号１４９番につ

いて、ご意見・ご質問はありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、採決を行います。整理番号１０６番

から整理番号１４９番について、原案のとおり、公益財団法人北海道農業公社に対し、農用地利

用集積等促進計画を作成するよう要請することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号１０６番から整理番号１４９番について、原案



のとおり決定し、公益財団法人北海道農業公社に農用地利用集積等促進計画の作成を要請する

こととします。なお、本町においては、公益財団法人北海道農業公から、今回要請した計画案の

とおり計画許可申請があった場合には、遅滞なく、許可・公告を行うこととします。 

〇議長（島部会長） 以上で、議案第４号を終わります。 

 

 

○議長（島部会長） 以上をもちまして、本日の議案の審議はすべて終了いたしました。この際、

その他の件について、委員からご発言があれば挙手をお願いいたします。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして、第３０回芽室町農業委

員会総会を閉会いたします。 

 

 

（１７時３３分 閉会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 以上、農業委員会会議規則第13条第２項の規定により、ここに署名する。 
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